
法制勉強会 次第 

 

日時・会場  令和７年１１月２０日（木） 

東京たま未来メッセ 3 階 第一会議室 

 八王子市明神町 3丁目 19 番 2 号 

        受付：13 時 30 分  開会： 14 時 00 分  閉会：16 時 45 分 

主   催  (一社)東京都建築士事務所協会 八王子支部  

                        司会 八王子支部 副支部長 市 正彦 

◇開会の辞 （14：00～14：10） 

               （一社）東京都建築士事務所協会 八王子支部 支部長 佐藤武文 

 

◇第１部（14：10～15：00）（50 分） 

         

1. 八王子市役所からの情報提供   八王子市まちなみ整備部開発審査課課長 妻鳥 仁 様 

開発指導課主査 岡 祐太 様 

               八王子市環境部ゼロカーボン推進担当課長 井上 茂 様 

                         環境政策課課長補佐 高橋和仁 様 

                                               

2. 八王子消防署からの情報提供     八王子消防署予防課長補佐兼予防係長 秦 康友 様 

    

3. ＢＩＭおよびＢＩＭ審査の解説     福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｱｰｷﾃｸﾄ（株）関東営業所 金山晋也 様 

                       

◇休 憩 

 

◇第２部（15：15～16：35）（80 分） 

 

建築基準法および建築物省エネ法の改正について 

講師  日本ＥＲＩ東京支店顧問 大木善幸 様  

 

 

                                                               

◇協力会員のＰＲ資料の説明（16：35～16：45）（10 分） 

 

                                                               

◇閉会の辞 （16：45） 

          （一社）東京都建築士事務所協会 八王子支部 副支部長 前田 敦 

この後、懇親会を予定しておりますので閉会次第懇親会場に御移動ください。（裏面参照） 
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懇親会 
 

会場：金山村 八王子駅北口店 

八王子市明神町 4-10-9 ＪＮパティオ１Ｆ ℡.042-656-0969 

 

時間：法制勉強会後 １７時頃より 

 

会費：￥1,000- 

 

 

 

東京都建築士事務所協会八王子支部ホームぺージ 

https://taaf-hachioji.tokyo      
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開発許可関連手続きのオンライン化の検討について 

 

令和 7 年 11 月 20 日 

まちなみ整備部 開発指導課・開発審査課 

 

（１） 概要 

市では、市民や市内事業者の皆様の利便性向上を目的に、都市計画法に基づく開発許可や宅

地開発指導要綱などに係る諸手続のオンライン化について検討しています。 

この取組に対する皆様のご意見やご希望を伺う「アンケート調査」を、東京都建築士事務所

協会八王子支部の参加事業者の皆様を対象に実施させていただきたく、その目的や概要につい

て説明いたします。 

 

（２） 現状と課題 

・市内の宅地開発などにあたり、都市計画法・盛土規制法など法令に基づく許可や、宅地開発

指導要綱・集合住宅等建築指導要綱などに基づく事前協議が必要です。 

・現在では、申請書様式や図面等の紙をベースに、事前協議や許可手続きを実施しています。 

・資料の修正・提出など、一連の手続きが事業者の皆様の負担になっています（１申請あたり

17 回来庁!?）。 

 ⇒ 市では、街づくり協議会の皆様の要望を受け、令和５年度に「ワンストップ会議」を

設置。事前協議に係る事務の工程及び時間の短縮を実現しています。 

・庁内事務作業の効率化も必要となっています（関連所管間の情報共有、紙資源の節約、保管

場所の圧縮など）。 

 

（３） 市及び他自治体での取組の方向性 

・八王子市デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画（令和 4年（2022 年）2月）

で、生活の質の向上のため「行政手続きのオンライン化」の推進を位置づけています。 

・他自治体では開発許可関連手続きの一部についてオンライン申請を開始しています。 

例）東京都（LoGo フォーム）、川崎市（LoGo フォーム）、横浜市・町田市（Grafer 

Platform）さいたま市（Nutanix（ニュータニックス）） ほか 

・国土交通省が開発許可の新システム（DX v3.0）を開発しています（木更津市が実装済み）。 

 

（４） アンケート調査の概要 

① 実施目的 ： 市内事業者の皆様のオンライン化に対するニーズ及び要望等の把握すること 

② 実施内容 ： 開発登録簿に関すること 及び 手続きのオンライン化に関すること 

③ 実施方法 ： ネットアンケート方式（別紙 URL・QR コードからパソコン・スマホで回答） 

④ 設問数  ： 14 問（５～10 分程度で終了） 

⑤ 実施期間 ： 令和 7年（2025 年）11月 20 日（木） ～ 11 月 28 日（金） 

 

（５） 今後の予定 

・令和７年度内  アンケート結果及び庁内検討結果を踏まえ、オンライン化の方向性を決定 

・令和８年度以降 庁内 DX の進捗に合わせ、オンライン化の導入を出来るところから実施 
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アンケート調査概要  

 

  

  

  

  

 

4




アンケート項目案（10月 8 日時点） 

 

 

Ｑ１:会社属性 

１：不動産会社 ２：建築事務所 ３：測量事務所 ４：その他 

 

Ｑ２:開発登録簿の写しの取得経験 

１：経験あり ２：経験なし  

 

Ｑ３:開発登録簿の写しの取得理由 

１：当該地の開発履歴の確認 ２：近隣開発状況の確認 

３：施主への説明資料  ４：その他 

 

Ｑ４:開発登録簿の写しの取得後の取扱 

１：紙のまま利用・保存  ２：電子化して保存（Ａ０・Ａ１等原本サイズで保存） 

３：電子化して保存（Ａ３・Ａ４サイズに分割して保存） ４：その他 

 

Ｑ５：施主への説明資料として使用する開発登録簿の写しについて 

１：施主ごとに新たに取得 ２：過去に取得済みのものは再利用 ３：その他 

 

Ｑ６：開発登録簿の写しの記載事項として必須なものは 

１：事業者、許可日等が記載されている調書（開発登録簿右上の表） 

２：土地利用計画図などの図面 ３：写しであることを証明する市長印 ４：その他 

 

Ｑ７：開発登録簿の写しの縮尺について 

１：図面の縮尺があっていることは必須 ２：図面で内容が確認できれば良い 

 

Ｑ８：開発登録簿全般についての要望 

 

 

Ｑ９：市では、都市計画法に基づく開発許可申請手続きのほか、下記の市の要綱に基づく事前協議

を要請している。以下の手続きを行ったことがあるか 

１：都市計画法に基づく開発許可申請 

２：宅地開発指導要綱に基づく事前協議申請 

３：集合住宅等建築指導要綱に基づく事前協議申請 

４：中心市街地環境整備要綱に基づく事前協議申請 
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Ｑ10：開発許可関連手続きの中で、不具合を感じたことがあるか。（複数回答可） 

１：申請項目や提出書類が多い 

２：提出部数が多く、紙資源の無駄である 

３：協議期間が長い 

４：関係部署が多く、各部署へ確認に回るのが大変 

５：その他（                                 ） 

 

Ｑ11：関連手続きのオンライン化を希望するか。希望する場合、どの段階までのオンライン化を希

望するか。 

１：事前相談 ２：事前協議（宅開・集合） ３：同意協議（宅開・集合） 

４：許可申請 ５：完了検査 ６：完了公告 ７：手続き全般 ８：希望しない 

 

Ｑ12：関連手続きのオンライン化をなぜ希望するか。（オンライン化で期待できることはなにか。）

（複数回答可） 

１：事業期間の短縮 ２：設計等関係費用の圧縮 ３：調査・設計の効率化 

４：人手不足の緩和 ５：紙資源の節約・執務スペースのペーパーレス化 

６：その他（                                 ） 

 

Ｑ13：オンライン申請にはネットによる図面データ（pdf、dxf 等）の提出や、ネットによる協議

（市担当者と WEB カメラ等を使用したオンライン協議）が必要となるが、対応できそうか。 

１：pdf データ等の提出（ 現時点で可  現時点で不可  将来的に可  対応は不可 ） 

２：dxf データ等の提出（ 現時点で可  現時点で不可  将来的に可  対応は不可 ） 

３：オンライン協議（ 現時点で可  現時点で不可  将来的に可  対応は不可 ） 

４：その他（                               ） 

 

Ｑ14：開発許可関連手続きのオンライン化の推進についてどう思うか 

１：オンライン化を早急に進めてもらいたい 

２：オンライン化は必要だが、利用者が利用しやすいものを構築してほしい 

３：オンライン化は必要ない 

４：その他（                               ） 
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建築物再生可能エネルギー利用
促進区域制度について

令和７年（２０２５年）１１月２０日

八王子市

環境部環境政策課

背景・概要

2

■背景
八王子市では、令和4年（2022年）2月に「八王子市ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、令和5年（2023
年）3月に「八王子市地球温暖化対策地域推進計画」（計画期間：令和5年度（2023年度）～令和12年度
（2030年度））を策定している。
「八王子市地球温暖化対策地域推進計画」では、令和12年度（2030年度）における温室効果ガス排出量
46％削減（平成25年度（2013年度）比）、令和32年（2050年）における温室効果ガス排出量実質ゼロを
目標とし、取組を推進している。
ゼロカーボンシティの実現に向けて、建築物における再生可能エネルギー利用設備の設置を促進し、再生
可能エネルギーの更なる利用促進を図るため、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度を導入する。

■概要

（１）導入制度
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

（２）導入目的
建築物における再生可能エネルギー利用設備の設置を促進し、再生可能エネルギーの更なる利用促進を
図る。

（３）導入時期（予定）
令和８年（2026年）４月１日
※市議会で条例が可決された場合
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2

建築物再エネ利用促進区域制度

3

ポイント➁

ポイント③

ポイント➀

ポイント➀促進計画

4

■促進計画で定める内容

（1）促進区域の区域・位置
「八王子市全域」とする。

（2）建築物への設置を促進する再エネ利用設備の種類
「太陽光発電設備」及び「太陽熱利用設備」とする。

（3）特例適用要件
下表のとおりとする。

特例適用要件区分

〇 ソーラーカーポート等を設置する場合、その架台下を「屋内的に利用しない」又は、架台下の用途が「自動車車庫」又は「通
常であれば屋外的な用途」であり、交通負荷が増大しないこと
〇 ソーラーカーポート等を設置する場合、国土交通大臣が認める高い開放性を有する構造であること

共通の考え方

〇 屋上、陸屋根若しくは地上にソーラーカーポート等を設置するもの、又は、建築物内に太陽熱利用設備に係る蓄熱槽、貯湯
槽、補助熱源等を設置するものであること
〇 屋上、陸屋根若しくは地上にソーラーカーポート等を設置する場合、太陽光パネルや太陽熱利用設備の設置により周囲に
対する日影が増大しないこと
〇 屋上若しくは陸屋根にソーラーカーポート等を設置する場合、又は、建築物内に太陽熱利用設備に係る蓄熱槽、貯湯槽、補
助熱源等を設置する場合、圧迫感が増大しないこと
〇 地上にソーラーカーポート等を設置する場合、敷地内に空地を有すること

建築基準法第52条（容積
率制限）に対する許可

〇 地上にソーラーカーポート等を設置するものであること
〇 敷地内に空地を有すること
〇 ソーラーカーポート等と敷地境界線との間に距離を有すること
〇 避難上支障ないこと

建築基準法第53条（建蔽
率制限）に対する許可

〇 屋上又は陸屋根にソーラーカーポート等、太陽光パネル又は太陽熱利用設備を設置するものであること
〇 太陽光パネルや太陽熱利用設備の設置により周囲に対する日影が増大しないこと

建築基準法第55条（絶対
高さ制限）に対する許可

〇 屋上又は陸屋根にソーラーカーポート等、太陽光パネル又は太陽熱利用設備を設置するものであること
〇 太陽光パネルや太陽熱利用設備の設置により周囲に対する日影が増大しないこと
〇 高度地区の指定趣旨に配慮していること

建築基準法第58条（高度
地区における高さ制限）
に対する許可
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3

【想定される効果】
元々、再エネ利用設備を設置するつもりでなかった建築主が、建築士から設備導入の意義やメリット、設置
により生じる費用や消費電力量削減による経済効果等について、情報提供を受けることにより、設備の設
置が促進される。

ポイント②適用措置（建築士の説明義務）

5

■促進区域内で適用される措置

●再エネ利用設備に係る建築士による説明義務
建築士は、促進区域内において八王子市が条例で定める用途・規模の建築物について設計の委託を受けた場
合には、建築物へ設置することができる再エネ利用設備について、建築主に対して説明しなければならない。

【今までと何が変わる？】
八王子市の建築物において新築・改築の設計委託を受けた建築士は、太陽光発電設備・太陽熱利用設備の
説明をすることが義務となり、建築主は設置できる再エネ設備について知ることができるようになる。

条例で定める内容項目

以下の➀・➁以外の建築物
➀法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられてい

ることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして政令で定
める建築物（国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物、伝
統的建造物群を構成している建築物、重要美術品等として認定された建築物、景観重要建造物など）

➁仮設の建築物であって政令で定めるもの

建築物の用途

当該建築に係る部分の床面積の合計が１０平方メートルを超えるもの建築の規模

ポイント②適用措置（建築士の説明義務）

6

〇説明書参考様式（案）及び説明用リーフレット（案）
本制度における再生可能エネルギー利用設備に関する説明書参考様式（案）・説明用リーフレット（案）はそれぞれ
参考資料１及び参考資料２のとおり。
本資料をもとに建築士から建築主へ再エネ利用設備の説明を行う。

〇建築士の説明義務・再エネ利用設備設置の実績把握
再エネ促進区域制度における建築士の説明義務・再エネ利用設備
設置の実績把握については、建築計画概要書（第二面）建築物及び
その敷地に関する事項の「その他必要な事項」欄を活用する。

①建築士の説明義務
下記のいずれかを記入（建築主の立場で）
・再エネ利用設備に関する説明を受けた
・再エネ利用設備に関する説明を要しない

②再エネ利用設備設置
再エネ利用設備の発電容量等を記入
・太陽光発電設備〇kW
・太陽熱利用設備〇GJ/年など

※ホームページでの周知を予定
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ポイント③適用措置（特例許可制度）

7

●特例許可制度
本制度における特例許可制度では、再エネ利用設備
の設置により、容積率制限、建蔽(ぺい)率制限又は高
さ制限を超える場合があっても、許可を受けることに
より特例的にその制限を超えることが可能となる。
ただし、市街地の環境を害するおそれがある場合な
どは、その限りでない。

※促進区域において認められる例は右図のとおり

【今までと何が変わる？】
ソーラーカーポートは建築面積・床面積・高さに算入されるが、特例許可を活用することで制限を超えること
が可能となる。
例えば…
今まで、容積率や建蔽(ぺい)率の制限により、ソーラーカーポートを設置できなかった建築物（戸建住宅な
ど）において、建築基準法の特例許可を受けることで、新たに設置することができるようになる。

【想定される効果】
形態規制の制約により再エネ利用設備の設置を断念・あるいは設置規模を縮小していた建築物について、再
エネ利用設備を設置しやすくなる。

スケジュール

4月…1月12月11月項目

促進計画

条例
制度開始周知開始

議案
上程

条例
公布

概要
説明

概要
説明

公表

■今後のスケジュール

説明
（本日）
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